
－仮設焼却施設運転管理業務委託の概要－

施工場所：県中浄化センター（郡山市日和田町高倉地内）

１．はじめに

県中流域下水道建設事務
所建設課

主任電気技師 中尾 茂史

放射性物質含有下水汚泥の減容化について

２．経 緯

様式２

平成23年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故により、下水汚泥には高濃度の放射性物質が含まれる
ことが確認された。このため、これまで行われてきた汚泥の有効利用はできなくなり、処理場内に保管せざるを得ない状況
になった。増え続ける汚泥により場内の保管スペースが逼迫する中、その対策として焼却処理により減容化し、保管スペー
スの改善を図る取組について報告する。

仮設焼却施設全景汚泥保管状況

（仮設焼却施設）

県中浄化センター放射性物質濃度モニタリング結果(Bq/Kg)
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住民

住民

住民

【従来の汚泥処理】 → 再資源化
①汚泥溶融施設（溶融スラグを埋戻し材）
②セメント工場へ搬出（セメント原料）

【事故後の汚泥処理】 → 場内保管
①溶融処理後、スラグ保管庫へ収納
②場内の施設増設予定地へ脱水汚泥を保管（１年目は覆土保管、

２年目以降はﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製大型ﾊﾟｯｸ（ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｺﾝﾃﾅ）へ封入後に保管）

【保管場所の逼迫】 → 保管汚泥の減容化
新たに仮設焼却施設を建設、焼却処理後の灰を場内保管



５．お わ り に

４．進捗状況・創意工夫など

３．内 容

【安全対策】
①放射性物質を閉じ込める（拡散させない）

(1)放射性物質と接触する設備は密閉構造とし、さらに主要な設備は負圧管理された
建屋内に設置し万一の漏洩に対しても建屋内換気フィルタで補集が可能

(2)高性能の排ガス処理装置（バグフィルタ）を設置
(3)焼却灰は２重のフレコンへ収納しさらに２０フィートコンテナ内で保管

②放射性物質の漏洩の有無を常時監視（モニタリングの実施）
(1)仮設焼却施設建屋内の４箇所と敷地内のモニタリングポスト４箇所で常時測定・監視
(2)設備の排気と建屋排気中の放射能濃度を常時測定監視

【放射能に対する不安の解消と風評被害の防止】 → 県民への積極的な情報発信
①周辺の住民へ建設前の説明会、完成後の見学会、稼働状況の報告会を実施
②周辺の住民へ仮設焼却施設の稼働状況等を節目ごとに報告（回覧）
③関連市町（３市２町）へ月１回の定期的な情報提供

①仮設焼却施設が稼働したことにより処理場内に保管されている汚泥は徐々に減少し、本来の下水処理場が回復しつつ
ある見込となった。

②しかし、減容化後の焼却灰は引き続き場内に保管されているため、最終処分先が確保され場外へ搬出されるまでは安全
対策および風評被害の防止に努め、管理を行っていく必要がある。

２０フィートコンテナ保管状況

県中浄化センター汚泥累積保管量

H26.12.31

汚泥保管量１６，４１５ｔ

保管汚泥を、２４時間連続運転で焼却処理を行う。
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